
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的

こ
の
法
律
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る
金
属
等
の
有
用
な
も
の
の
相
当
部
分
が
回
収
さ
れ
ず
に
廃

棄
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
を
促
進
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
物

の
適
正
な
処
理
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

定
義

一

「
小
型
電
子
機
器
等
」
と
は
、
一
般
消
費
者
が
通
常
生
活
の
用
に
供
す
る
電
子
機
器
そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
（
特
定
家

庭
用
機
器
再
商
品
化
法
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
こ
と
。

㈠

廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
、
効
率
的
な
収
集
及
び
運
搬
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

㈡

廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
資
源
化
が
廃
棄
物
の
適
正
処
理
及
び
資
源
の
有
効
利
用
を
図
る
上
で
特
に
必

要
な
も
の
の
う
ち
、
当
該
再
資
源
化
に
係
る
経
済
性
の
面
に
お
け
る
制
約
が
著
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の



二

「
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
」
と
は
、
小
型
電
子
機
器
等
の
う
ち
、
そ
の
使
用
を
終
了
し
た
も
の
を
い
い
、
「
再
資
源
化

」
と
は
、
こ
れ
を
製
品
の
一
部
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

基
本
方
針

一

主
務
大
臣
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
の
基
本
的
方
向
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の

再
資
源
化
を
実
施
す
べ
き
量
に
関
す
る
目
標
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事

項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

国
の
責
務

国
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
分
別
収
集
・
再
資
源
化
の
促
進
に
必
要
な
資
金
確
保
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
に

関
す
る
情
報
収
集
・
活
用
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ

、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
実
施
に
関
す
る

国
民
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）



第
五

地
方
公
共
団
体
の
責
務

市
町
村
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
分
別
収
集
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
こ
れ
を
再
資
源
化
を
適
正
に
実
施
し
得
る

者
に
引
き
渡
す
こ
と
に
努
め
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化

の
促
進
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
六

消
費
者
及
び
事
業
者
の
責
務

消
費
者
及
び
事
業
者
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
を
分
別
し
て
排
出
し
、
収
集
運
搬
又
は
再
資
源
化
を
適
正
に
実
施
し

得
る
者
に
引
き
渡
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

第
七

小
売
業
者
及
び
製
造
業
者
の
責
務

小
売
業
者
は
、
消
費
者
に
よ
る
適
正
な
排
出
の
確
保
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
、
製
造
業
者
は
、
設
計
等
の
工
夫
に
よ
る
再

資
源
化
費
用
の
低
減
等
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

第
八

再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
等

一

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
た
め
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
事
業
（
以
下
「
再
資
源

化
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
（
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
他
人
に
委
託
し
て
当
該
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者



を
含
む
。
）
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
再
資
源
化
事
業
計
画
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

再
資
源
化
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈠

申
請
者
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

㈡

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
氏
名

㈢

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名

㈣

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
を
行
お
う
と
す
る
区
域

㈤

再
資
源
化
事
業
の
内
容

㈥

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
及
び
そ
の
者
が
行
う
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
別

㈦

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設

㈧

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
所
在
地
、
構
造
及
び
設
備

㈨

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容



㈩

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

三

主
務
大
臣
は
、
提
出
さ
れ
た
再
資
源
化
事
業
計
画
が
、
基
本
方
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

認
定
を
受
け
た
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変
更
及
び
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

第
九

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
引
取
り
に
応
ず
る
義
務

認
定
事
業
者
は
、
第
八
の
二
の
㈣
の
区
域
内
の
市
町
村
か
ら
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
引
取
り
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は

、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
十

認
定
事
業
者
等
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
の
特
例

一

認
定
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
認
定
に
係
る
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資

源
化
に
必
要
な
行
為
を
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

認
定
事
業
者
は
、
一
に
規
定
す
る
行
為
（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
認
定

計
画
に
記
載
さ
れ
た
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。



三

認
定
事
業
者
の
委
託
を
受
け
て
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
業
と
し
て
実
施
す
る
者
（
認
定

計
画
に
記
載
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
は
、
廃
棄
物
処
理
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
認
定
計
画
に
従
っ
て
行
う

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

認
定
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
六
条
の
二
第
六
項
、
第
七
条
第
十
三
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
並
び
に
第
七
条

の
五
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
第
五
項
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項

、
第
十
四
条
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
並
び
に
第
十
四
条
の
三
の
三
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る

罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
・
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
者
・
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

三
に
規
定
す
る
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
六
条
の
二
第
六
項
、
第
七
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
七
条
の
五
の

規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
第
五
項
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
、
第
十

四
条
第
十
二
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
三
の
三
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
・
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
・
産
業
廃
棄
物
処

分
業
者
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。



六

四
及
び
五
に
規
定
す
る
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
（
同
条
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
・
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
・
産
業
廃
棄
物
処

分
業
者
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

七

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
適
合
し
な
い
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
（
一
般
廃
棄
物
に
限
る
。
）
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
事
業
者
が
当
該
収
集
等
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
そ
の
旨
を
要
求
・
依
頼
等
を
し
、
又
は

当
該
収
集
等
を
助
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
四
の
規
定
（
同
条
の
規
定
に
係
る
罰

則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
者
等
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

第
十
一

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例

一

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
振
興
財
団
（
以
下
「
振
興
財
団
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
十
七
条

各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
そ
れ
に
附
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈠

認
定
事
業
者
等
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
行
う
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
該
当
す



る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
。

㈡

認
定
事
業
者
等
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
行
う
研
究
開
発
（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
新
た
な
技
術
の
開
発
に
資
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

二

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
一
の
規
定
に
よ
り
振
興
財
団
が
同
項

各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
の
必
要
な
読
み
替
え
規
定
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

第
十
二

指
導
及
び
助
言

主
務
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

第
十
三

報
告
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
関
係
行
政
機
関
へ
の
照
会
等

一

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
認
定
事
業
者
等
に
対
し
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
引

取
り
又
は
再
資
源
化
の
実
施
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
認
定
事
業
者
等
の
事
務
所
等
に
立
ち
入
り

、
書
類
等
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
照
会
、



又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
関
係
）

第
十
四

主
務
大
臣
等

一

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
し
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
環
境
大

臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
の
委
任
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
関
係
）

第
十
五

罰
則

一

第
十
三
の
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
又
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
等
が
、
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
一
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は

、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
同
項
の
刑
を
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
関
係
）

第
十
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。



二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
関
係
）


